
     

議案第６９号     加西市協創のまちづくり条例の制定について   加西市協創のまちづくり条例を、別紙のとおり制定する。    令和元年１２月２日提出                           加西市長 西 村 和 平       



     

加西市協創のまちづくり条例  
 加西市ふるさと創造条例（平成 25年加西市条例第 19号）の全部を改正する。 

目次 
前文 
第１章 総則（第１条－第４条） 
第２章 方針（第５条－第８条） 
第３章 役割（第９条－第 12条） 
第４章 市の基本的施策（第 13条－第 16条） 
第５章 補則（第 17条・第 18条） 
附則 
私たちは、先人が営々と築き上げてきたこの地加西に暮らしている。「播磨国風土記」にも

記され、豊かな風土に恵まれながらも、数多
あ ま た

のため池を擁する地勢は先人の計り知れない労

苦と努力を物語っている。幾多の戦乱の歴史の中、先の大戦で鶉野飛行場から多くの若者た

ちが戦地に飛び立った記憶が語り継がれている。今、悠久の水辺に白鳥が佇
たたず

み、平和な空に

気球が舞う時代を迎え、安心して暮らせる地域があるのは、あなたたちのおかげである。ま

た、自然界からもたらされる実りは、ここに暮らす人々の幸せを支えてきた。人間も動物も

自然を父とし母として生まれ、その中で共生し暮らしてきた。 
しかし、現代の豊かさは人間だけに向かっているのではないか。これまでの豊かさを作り

出してきた仕組みは、時代の変化の前に軋
きし

んでいる。豊かさの源泉である自然界への崇敬の

念は薄れ、盤石であると信じていたものは大きく揺らいでいる。 
心を研ぎ澄まし、自然の示唆に気付かねばならない。そして、深く考える。 
そのことを、阪神・淡路大震災や東日本大震災に遭遇した人々が助け合う姿に、明らかに

見いだすことができる。それは、人が信頼し合い、慈しみ合う中にある人を思う心である。

思いやりが溢れるまちづくりは、未来に誇れるまちを創り、人を育み、希望を生み出して行

く。 
世界に目を向けてみよう。未来への大きな目標を掲げ、国連は「誰一人取り残さない」持

続可能で多様性と包摂性のある社会を目指している。その実現のため、今こそ自分は何がで

きるのか考え、行動しなければならない。私たちは「ふるさと創造」の協働の思いを胸に、

このような流れに呼応し、歓びを分かち合いつつ夢を膨らませ、一人ひとりが主役として健

やかに活躍でき、誰も置き去りにしないまちづくりを展開してきた。 



     

将来への先駆けとなるまちづくりを一層加速し、次のステージへと飛躍させよう。ふるさ

とへの誇りと愛着を源に、協創の自然な流れの循環を生み出すことにより、さらに共感の輪

を拡げ、仲間と共に新たな挑戦をしていこう。 
未来に続く幸せなまちは、一人ひとりが家庭、地域社会や自然、協創する仲間とつながり、

自ら考え行動する住民が主人公になる。年齢や性別、国籍などの違いや障害を越えて、地域

の中で自分らしく暮らし活動する住民が集い、ふれ合い、語り合い、互いを知りあうことで

絆
きずな

が強まり、「思いやり」はさらに深まる。ここに、私たちは、今に暮らす全ての加西市民

と後世に暮らす市民のために、豊かな歴史と美しい風土のもと幸せに暮らすまち加西市を維

持し、さらなる発展を目指して、本条例を制定する。  
第１章 総則 

（目的） 
第１条 この条例は、持続可能なまちづくりを推進するための基本理念と方針を定め、本市

に関わる多くの人と共に、住民の主体的な参画と協働、魅力の発掘と創造及び情報発信と

交流の推進を図り、個性豊かで活力に満ちた安全で安心な地域社会の実現を目指すことを

目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとす

る。 
(１) 住民等 市内に住所を有する者、市内に拠点を有する事業者その他の団体及び市内

に通勤又は通学する者をいう。 

 (２) 地域団体 市内において、住民等が組織する団体のうち、自治会、ふるさと創造会

議、特定非営利活動法人その他の営利を目的とせずにまちづくりに関わる活動を行う

団体であって、政治活動又は宗教活動を目的としないものをいう。 

(３) 関係市民 市外に住所又は拠点を有し、加西市や住民等と何らかの関わりを持ち、

加西市に想いを寄せる者又は団体をいう。 

(４) 住民参加 市の意思形成の段階から住民等の意思が反映されること又は市が事業を

実施する段階で住民等が主体的に関わることをいう。 

(５) 協創 まちづくりにおいて、住民等と多様な価値観を有する関係市民の協力及び連

携のもとに、各自が有する知恵、経験、資源等を結集して主体的に地域課題の解決を

図るとともに、新たなまちの魅力や地域の価値を共に創りあげることをいう。 

（基本理念） 



     

第３条 将来にわたり地域が活力と希望にあふれ、住民等及び関係市民（以下「市民」とい

う。）が幸せを実感できるまちづくりを推進するため、次に掲げる基本理念に基づき、市

は、関係市民の参加を促し、市民同士、市民と市の連携のもと、協創によるまちづくりに

取り組むものとする。 

(１) 市民及び市は、地域の個性と自主性を尊重した地域のまちづくりを推進するものと

する。 

(２) 住民参加は、年齢及び性別を問わず人権が尊重されなければならない。 

(３) 市民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを自覚し、地域に関心を持ち、

積極的にまちづくりに取り組むものとする。 

 （基本原則） 

第４条 市民及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを進めるものとする。 

(１) まちづくりの当事者として互いに尊重し、協力すること。 

(２) 協創によって達成しようとする目的を共有すること。 

(３) 互いに情報を共有し合い、対話を通じて相互に理解を深めること。 

(４) 互いの長所を活かし、不足する部分を補完すること。 

第２章 方針 

（協創の推進） 

第５条 市民及び市は、協創によるまちづくりの推進のため、様々な活動の過程を楽しみつ

つ、市内外の人々と広く交流することを喜びとし、連携のもとにまちづくりを行うものと

する。 

２ 市民及び市は、市民の意見及び提案、経験及び技術、知恵及び工夫等を活用し、互いに

協力のうえまちづくりの推進に努めるものとする。 

（地域資源の保全と活用） 

第６条 市民及び市は、持続可能なまちづくりを実現するために、良好な自然環境、景観及

び歴史的又は文化的資産の将来にわたる保全、再生及び活用を図ることが重要であるとい

う認識のもとにまちづくりを行うものとする。 

（魅力の発掘と創造） 

第７条 市民及び市は、まちづくりに活かすことのできる地域の自然、風土、伝統、歴史文

化、産業、地場産品、人材その他の資源を発掘及び有効活用して地域の魅力の創造に努め

るものとする。 

（情報の発信） 



     

第８条 市民及び市は、地域の魅力向上のため、多様な手段を効果的に活用し、市内外に向

け、地域の魅力に関する情報の積極的な発信に努めるものとする。 

第３章 役割 

（市の役割） 

第９条 市は、基本理念に基づき、市民自らがまちづくりについて考え、行動する活動を円

滑に推進するための支援、情報の共有に努めなければならない。 

（住民等の役割） 

第 10条 住民等は、基本理念に基づき、住民参加に対する理解を深め、自らがまちづくりの

主体であることを認識し、地域の一員として地域社会に関心を持ち、自らの責任と役割を

自覚しまちづくりに参加又は協力するよう努めるものとする。 

２ 住民等は、協創のまちづくりを推進するため、地域の魅力の創造及び発信並びに交流等

の事業に参加又は協力するよう努めるものとする。 

（地域団体の役割） 

第 11条 地域団体は、前条に規定する役割に加え、地域活動の持つ社会的意義を自覚して、

自らの持つ知識、経験又は特性を活かし、協創のまちづくりの推進に努めるものとする。 

２ 地域団体は、特性、目的、活動内容等に応じ、自らの主体的な取組の基本となる計画づ

くりに努めるものとする。 

３ 地域団体は、自らの活動に関する情報をわかりやすく市内外に発信するとともに、地域

の交流に関する事業の実施に積極的な役割を果たすものとする。 

４ 地域団体は、まちづくりに取り組む他の団体との連携及び交流を図って、まちづくりに

参加するよう努めるものとする。 

（関係市民の協力） 

第 12条 関係市民は、協創のまちづくりを推進するため、自らの持つ知識、経験等を活かし、

地域の課題解決、地域の魅力の創造及び発信並びに交流に協力するものとする。 

第４章 市の基本的施策 

（地域の将来ビジョン） 

第 13条 市は、地域団体の特性、目的、活動内容等に応じ、地域団体の主体的な取組の基本

となる計画づくりに必要な情報提供その他の支援を行う。 

２ 市は、地域住民が総意を持って自ら策定する実現したい地域の未来像である将来ビジョ

ンについて、その意見を尊重し、可能な限り実現に向けて努めるものとする。 

（ひとづくり） 



     

第 14条 市は、人材育成の機会の充実を図るため市民と連携し、共に学び合うとともにまち

づくりの担い手の発掘、育成及び活用に努めるものとする。 

（情報仲介と環境整備） 

第 15条 市は、地域の魅力の創造及び発信並びに交流ができるよう市民の地域に対する誇り

と愛着の醸成を図り、市の保有する情報と市民が求める情報の仲介、共有及び環境の整備

その他の必要な施策を講じるよう努めるものとする。 

（助成措置） 

第 16条 市は、市民が行うまちづくり活動の促進を図るため、助成措置を講じるよう努める

ものとする。 

第５章 補則 

（見直し） 

第 17条 市は、この条例が社会経済情勢等の変化に対応したものとなっているかを検証し、

必要な見直し等の措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第 18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和２年１月１日から施行する。 

 



（審議資料） 

 

  加西市ふるさと創造条例（平成 25 年加西市条例第 19 号）制定から６年が経過し、

まちづくりの助走から本格展開の段階を迎えるにあたり、これまでのまちづくりに

おける基本理念や原則をはじめ、方針や役割等を改め、個性豊かで活力に満ちた安

全で安心な地域社会を実現していこうとするもの。  

（後掲の政策等の形成過程説明資料参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　②【検討した他の政策等の内容】

　④【総合計画における位置づけ】
基本方向 9

基本計画 28

○その他の計画（該当する場合にのみ記載）

　⑥【政策実現に係る事業費及び財源】

　⑦【将来にわたる政策実施に係るｺｽﾄ計算】

住民参画 ・ 男女参画で地域を元気にする加西
情報公開と住民自治のまちづくり

16,850

平成25年の「加西市ふるさと創造条例」制定後、市内全地区（10地区）でふるさと創造会議が設立された。
制定から6年が経過し、まちづくりの助走段階から新たなまちづくりへの展開に向けて、これまでの参画と協
働のまちづくりをベースに市外の人のまちづくりへの参加協力を得て、地域の課題解決や地域の新たな魅
力発掘・創造により、個性豊かで活力に満ちた安全で安心な地域社会の実現を目指す。

　①【政策等を必要とする理由】

　③【他の自治体の類似する政策との比較】

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

令和元年12月定例会

議案第69号

政策等の形成過程説明資料

議案等
の件名

政策等
の区分

有　　・　　無

　①　タウンミーティングの開催に合わせて、条例概要説明
　②　パブリックコメントの実施
　　　 ・期間／令和元年10月25日（金）～令和元年11月20日（水）
　　　 ・場所／各公民館、地域交流センター、市ホームページ
       ・実施結果／2人より計3件の意見あり。意見については、一部を条文に反映済

特になし

足立区基本構想、明石市協働のまちづくり推進条例

総事業費 国・県支出金 市債 その他特財

計画名称

（単位：千円）

担当部局

ふるさと創造部 ふるさと創造課

策定年度
計画期間

　⑤【関連する法令及び条例、規則】

　⑨【政策の効果予測】
　条例の基本理念と方針に基づき、
①市外の人（関係市民）のまちづくりへの参加協力
②住民の主体的な参画と協働
③情報の発信・共有及び交流
によって、地域の課題解決、地域の新たな魅力の発掘を図り、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を
めざす。

一般財源
16,850

添付資料の有無

有　・　無

加西市協創のまちづくり条例の制定について

計画　・　事業　・　条例

　⑧【市民参加の状況】

（注）事業が複数年に渡る場合は、総事業費ベースで記入

（パブリックコメントを実施した場合は、その結果も含む）

担当課

各ふるさと創造会議を対象に、地域づくり交付金（16,850千円／全10地区）を交付



加西市協創のまちづくり条例の制定について 

 

１ 改正理由   平成 25年に「加西市ふるさと創造条例」を制定し、地域住民の主体的な参画と協働によるまちづく

りを進めてきました。地域においても地域住民主体のまちづくりを行う「ふるさと創造会議」が市内全

地区（10地区）で立ち上がり、各地区で特徴を活かした様々な取組みが始まっています。 

現在、まちづくりの助走から新たなステージの本格展開を迎えるなかにおいて、地域では、少子高齢

化をはじめ、空き家や耕作放棄地の増加、各種団体による役員の担い手不足など、これまで以上に地域

の課題が多様化しています。 

そこで、多くの地域課題の解決やこれからの持続可能なまちづくりに向けては、地域住民に加えて、

加西市に興味や関心、想いを寄せる市外在住者（関係市民）の参加・協力を得て、多彩な経験や知識を

地域に呼び込み、協働の輪を拡げていくことが必要です。 

新たな条例では、これまでの「参画と協働」によるまちづくりを踏襲しつつ、外部の人材やノウハウ

を誘引するため「情報発信」を強化し、関係市民を含めたまちづくりに関わる多くの仲間とともに、地

域課題の解決や新たなまちの魅力の創出を図ります。 

 

２ 条例名称   「加西市協創のまちづくり条例」 

 

３ 「協働」から「協創」への発展             
   
４ 「協働」と「協創」の比較  区分 協働（ふるさと創造条例） 協創（協創のまちづくり条例） 
主なテーマ 地域の課題解決 ①地域の課題解決 

②地域の魅力の発掘・創出 
③情報発信・交流の推進 

進め方（アプローチ） 行政からの働きかけによるもの 市民の主体的・自発的によるもの 
まちづくりに関わる者 市（行政）、地域内の住民、事業者、

団体等 左記参加者＋関係市民 協 創 
「参画と協働」を基本に、

関係市民の参加・協力を

促し、「魅力の発掘や創

出」、「情報発信・交流」 
の促進を図る。 （

多
い
） 

【
担
い
手
】 
（
少
な
い
） 

主体性（低）    【自主的な活動】    主体性（高） 

協 働【参画と協働】  
市民と市が同じ目的や目

標を共有し、地域課題を

解決 これまで 
これから 



 
５ 関係市民（関係人口）の位置づけイメージ                  
６ 「加西市協創のまちづくり条例」推進方針 

  
          Ⅰ 住民の主体的な参画 

と協働 

 

Ⅱ 関係市民との連携・ 

協力 

 

住民や事業者だけではなく、新たなまちづくりの担い手と

して、市外に居住し、加西市に想いを寄せる多様な価値観

を有する多くの人々（関係市民）の参加や協力、連携を得

ながら進めていきます。 
 

Ⅲ 情報の発信と交流 

 

地域の魅力向上には、関係市民を含めまちづくりに関わる

多くの人が様々な媒体を活用して、地域の魅力を情報発信

していくことが重要で、このことにより、地域への関心を

高め、市内外の人との交流を創出します。 
 

Ⅳ 新たな地域の魅力 

発掘・創造 

 

関係市民をはじめ、まちに関わる者や団体同士が連携・協

力し、まちづくりへの楽しさ・やりがい等を共有しながら、

地域課題の解決はもとより、情報発信や交流を通じて、地

域の新たな魅力の発掘・創造に取組みます。 住民自らが主体的にまちづくりについて考え参画し、まちづ

くりに関わる多くの人や団体と役割分担のもと、楽しみやや

りがいを共有しながら、進めていきます。 
関係市民の範囲 
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